
相
模
国
に
お
け
る
鉄
砲
の
伝
来

―

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
活
用

へ
向
け
て
―

藤
沢
西
高
校
　
　
武
　
　
井

勝

一　

は
じ
め
に

相
模
国

へ
の
鉄
砲
の
伝
播
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
話
が
知
ら
れ
て
い
る
。

『鉄
砲
記
』
に
あ
る

一
五
四
四

（天
正
十
三
）
年
頃
の
貿
易
船
の
伊
豆
漂
着
を

き

っ
か
け
に
普
及
し
た
と

い
う
説
と
、
近
江
国
国
友
村
の
由
緒
や

『北
条
五
代

記
』
に
み
ら
れ
る
小
田
原
の
山
伏
道
場
玉
瀧
坊
の
僧
が
修
行
の
際
、
堺
で
鉄
砲

を
入
手
し
て
北
条
氏
康
に
献
上
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
の
話
は

一
五

一
〇

（永
正
七
）
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
後
北
条
氏

は
鉄
砲
伝
来
以
前
に
鉄
砲
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
後
北
条
氏
と
鉄
砲
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
主
に
次
の
点

を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。
使
用
開
始
時
期
や
普
及
度
、
鉄
砲
隊
の
実
態
、
鉄

砲
や
火
薬

・
玉
の
製
造
状
況
、
鉄
砲
と
城
と
の
関
係
で
あ
る
。
な
お
検
討
に
あ

た

っ
て
は
、
確
実
な
資
料
の
収
集
に
心
掛
け
る
こ
と
や
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の

活
用
な
ど
に
留
意
し
た
い
。

二
　
後
北
条
氏
と
鉄
砲

北
条
家
旧
家
臣
の
三
浦
浄
心
が
著
し
た

『北
条
五
代
記
』
に
は
、
鉄
砲
に
関

し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

十
四
　
関
八
州
に
鉄
胞
は
じ
ま
る
事

見
し
は
昔
、
相
州
小
田
原
に
玉
瀧
坊
と
云
て
年
よ
り
た
る
山
伏
有
。
愚

老
若
き
頃
、
其
山
臥
物
　
語
せ
ら
れ
し
は
、
我
関
東
よ
り
毎
年
大
峯

へ
の

ぼ
る
。
享
禄
は
じ
ま
る
年
、
和
泉
の
堺

へ
下
り
し
に
、
あ
ら
け
な
く
鳴

物
の
声
す
る
、
是
は
何
事
ぞ
や
と
と

へ
ば
、
鉄
胞
と
云
物
、
唐
国
よ
り
永

正
七
年

（
一
五

一
ｏ
年
）
に
初
て
渡
り
た
る
と
云
て
、
目
当
て
と
う

つ
。

我
是
を
見
、
扱
も
不
思
議
奇
特
　
成
物
か
な
と
お
も
ひ
、
此
鉄
抱
を

一
挺

買
て
、
関
東

へ
持
て
下
り
、
屋
形
氏
綱
公

へ
進
上
す
。
‥
…
、

氏
康
時
代
、

堺
よ
り
国
康
と
い
ふ
鉄
胞
張
り
の
名
人
を
よ
び
下
し
給
ひ
ぬ
。
扱
又
根
来

法
師
に
、
杉
房

・
二
王
坊

・
岸
和
田
な
ど
と
い
ふ
者
下
り
て
、
関
東
を
か

け
ま
は
つ
て
鉄
胞
を
を
し
へ
し
が
、
今
見
れ
ば
人
毎
に
持
し
、
と
申
さ
れ

し
。
（戦
国
史
料
叢
書

一

『北
条
史
料
集
』
）

『
北
条
五
代
記
』
が
、
江
戸
時
代
の

一
六
四

一

（寛
永
十
八
）
年
に
出
版
さ

れ
た
逸
話
集
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
記
述
の
す
べ
て
を
事
実
と
し
て
受
け

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
玉
瀧
坊
が
後
北
条
氏
の
祈
祷
を
に
な

っ

た
修
験
道
場
で
、
重
要
な
外
交
場
面
で
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

根
来
法
師
の
杉
房
ら
の
名
が
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
相
模
国

へ
の
鉄
砲
普
及

の
背
景
と
し
て
修
験
道
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
関
与
は
考
え
ら
れ
る
。

後
北
条
氏
の
鉄
砲
に
関
す
る
確
実
な
史
料
は
、　
一
五
六
ｏ

（永
禄
三
）
年
十

月
四
日
付
の
北
条
氏
康
書
状
で
あ
る

（『戦

一
』
六
四
五
　
史
料
１
）
。
横
瀬
成

繁
ら
敵
方
の
侵
入
を
は
じ
め
に
受
け
る
上
野
国
の
富
岡
氏
に
、
北
条
氏
康
が

「
鉄
砲
薬
玉
」
を
送
り
防
戦
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
前
年
の

一
五
五
九

（永

禄
二
）
年
八
月
十
日
付
北
条
氏
康
書
状
に

（
『神
奈
川
県
史
』
資
料
編
３
下

七

一
二
五
　
史
料
２
）
、
北
条
左
衛
門
尉
が
三
増
合
戦
に
お
い
て
の
戦
闘
で
、

大
将
分
の
者
を
鉄
砲
で
打
ち
殺
し
、
恩
賞
を
得
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
花

押
が
氏
康
の
も
の
と
異
な
り
年
代
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

一
五
七
二

（元
亀
三
）
年

一
月
九
日
付
の
北
条
家
着
到
定
書

（『
戦
二
』

一
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五
七
〇
　
史
料
３
）
か
ら
軍
役
史
料
に
鉄
砲
の
記
載
が
み
え
る
。
軍
役
に
お
け

る
鉄
砲
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
の
表
化

・
グ
ラ
フ
化
を
通
し
て
次

の
点
が
確
認
で
き
る

（表
１
、
グ
ラ
フ
ー
）
。
す
な
わ
ち
、
年
々
鉄
砲
の
占
め

る
割
合
は
増
加
し
て
い
る
が
、
甲
斐
の
武
田
氏
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
る
こ
と
、

「殊
弓

・
鉄
砲
取
分
専

一
候
」
な
ど
弓
と
鉄
砲
が
同
列
に
扱
わ
れ
、
数
量
的
に

も
同
じ
割
合
で
あ
る
例
が
多

い
こ
と
、
鉄
砲
を
負
担
す
る
家
臣
は
比
較
的
に
所

領
高
が
多
く
、
負
担
し
な
い
家
臣
の
所
領
高
は
少
な
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
、

一
部
の
例
外
を
除
き
、
知
行
高
百
貫
文
に
対
し
て
鉄
砲

一
挺
が
基
準
で
、
百
貫

文
を
越
え
た
余
り
の
貫
高
に
は
、
弓

一
張
り
を
割
り
当
て
て
い
る
こ
と
、
小
曾

戸
丹
後
守
の
例
な
ど
か
ら
鉄
砲
衆
が
存
在
す
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

鉄
砲
衆
に
つ
い
て
は
、
直
属
の
鉄
砲
衆
を
戦
場

へ
派
遣
し
、
現
地
の
城
主
や

大
将
の
指
揮
下
に
入
ら
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
、　
一
五
八
五

（天
正
十
三
）
年
九

月

一
〇
日
付
の
北
条
家
朱
印
状
の
神
宮
武
兵
衛
以
下
鉄
砲
衆
に
上
野
国
大
戸

ヘ

の
加
勢
を
命
じ
、
北
条
氏
邦
の
指
揮
下
に
入
る
よ
う
命
じ
る
記
事
か
ら
確
認
で

き
る

（『戦
四
』
二
八
五
六
）
。
後
北
条
氏
が
鉄
砲
衆
も
直
轄
し
て
い
た
こ
と
は
、

鉄
砲
衆
に
は
後
北
条
氏
か
ら
直
接
扶
持
が
支
給
さ
れ
て
お
り
、
扶
持
給
の
財
源

や
請
け
取
り
方
法

に
つ
い
て
の
文
書
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る

（『戦
四
』
三
三

一
二
、
『戦
四
』
三
三
九
六
な
ど
）
。
扶
持
に
つ
い
て
は
、
鑓
持

な
ど
よ
り
も
支
給
額
が
高
か

っ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
鉄
砲
衆
の
詳
細
に

つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
課
題
が
多

い
。
ま
た
、　
一
五
七
七

（天
正
五
）
年
七
月

十
三
日
付
の
北
条
家
朱
印
状

（『
戦
三
』

一
九
二
三
）
は
、
北
条
氏
政
が
岩
付

城
鉄
砲
衆

（五
十
余
挺
）
の
鉄
砲
奉
行
に
対
し
て
、
備
え
に
不
足
あ
れ
ば
書
立

て
を
し
て
申
し
出
る
べ
き
、
常
日
頃
か
ら
筒
を
そ
ろ
え
る
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、

手
入
れ
を
怠
り
錆
び
さ
せ
た
り
、
引
金
以
下
を
破
損
す
る
の
は
曲
事
で
あ
る
、

と
通
達
し
て
い
る
も
の
で
、
鉄
砲
に
対
す
る
関
心
を
み
る
う
え
で
興
味
深
い
史

料
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
後
北
条
氏
の
鉄
砲

へ
の
関
心
は
高
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

実
際
の
鉄
砲
数
は
常
に
不
足
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
庶
民
か
ら
の
徴
収
で

補

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
文
書
も
存
在
す
る

（『戦
四
』
〓
〓

三
三
～

『戦
五
』

三

一
四
〇
）
。
特
に
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
が
間
近
に
追

っ
た

一
五
九
〇

（天
正
十
八
）
年
三
月
七
日
に
は
、
町
人

・
商
人

・
細
工
人
に
至
る
ま
で
弓

・

鑓
、
鉄
砲

・
小
旗
を
支
度
さ
せ
て
命
令
ど
お
り
に
走
ら
せ
る
よ
う
命
じ
て
い
る

（『戦
五
』
三
六
七
三
）
。

そ
れ
で
は
、
後
北
条
氏
は
鉄
砲
や
玉

・
火
薬
を
ど
の
よ
う
に
製
造
し
管
理
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。　
一
五
六
九

（永
禄
十
二
）
年
二
月
二
五
日
付
の
北
条

氏
康
書
状
は
、
安
房
の
里
見
氏
が
市
川
筋
に
侵
入
し
た
の
で
、
江
戸
衆
に
加
勢

を
命
じ
、
鉄
砲

・
玉
薬
は
近
藤
万
栄
の
所
か
ら
届
け
る
よ
う
に
伝
え
た
も
の
で

あ
る

（『戦
二
』

一
一
五
八
　
史
料
４
）
。
近
藤
万
栄
は
、
『
小
田
原
衆
所
領
役

帳
』
に
よ
る
と
江
戸
の
浅
草
鍛
冶
で
あ
り
、
後
北
条
氏
は
、
直
属
の
職
人
に
鉄

砲

・
玉
薬
を
作
ら
せ
戦
場

へ
送
付
し
て
い
る
。

一
五
八
六

（天
正
十
四
）
年
二
月
七
日
、
中
筒
製
造
の
た
め
大
磯
か
ら
土
を

運
ば
せ

（『戦
四
』
二
九

一
七
）
、　
一
五
人
八

（天
正
十
六
）
年

一
月
十
二
日
に

は
、
鉄
砲
の
王
を
鋳
す
る
た
め
大
磯
の
土
を
小
田
原
に
輸
送
し
て
い
る

（『
戦

四
』
三
二
六
八
）
。
そ
し
て
、
天
正
十
七

（
一
五
八
九
）
年
十
二
月
晦
日
に
は
、

山
田
二
郎
左
衛
門
尉
に
領
国
内
の
鋳
物
師
を
動
員
し
て
、
大
筒
二
十
挺
を

一
挺

七
日
で
鋳
造
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る

（『戦
四
』
三
五
九
八
）
。
運
搬
し
た
土

は
鋳
型
か
、
耐
火
炉
を
造
る
た
め
に
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら

一
連
の

命
令
は
、
豊
臣
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
を
直
前
に
し
て
、
後
北
条
氏
が
鉄
砲
を
主

体
に
し
た
軍
事
強
化
策
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
、
後
北
条
氏
が
大
筒

の
製
造
に
成
功
し
、
使
用
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
確
実
な
資
料
は
他
に
見
あ
た
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ら
な
い

三
　
鉄
砲
と
後
北
条
氏
城
郭

鉄
砲
と
後
北
条
氏
の
城
と
の
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
文
書
は
数
少
な
い

が
、
か
な
り
貴
重
な
も
の
が
残

っ
て
い
る
。
初
見
は
、　
一
五
六

一

（永
禄
四
）

年
三
月
二
四
日
、
北
条
宗
哲
が
、
長
尾
景
虎
に
よ
る
小
田
原
城
包
囲
に
対
し
て
、

配
備
し
た
鉄
砲
五
百
挺
を
も

っ
て
敵
の
軍
勢
を
堀
端

へ
寄
せ
付
け
て
は
い
け
な

い
と
命
じ
た
文
書
で
あ
る

（『戦

一
』
六
八
七
）
。　
一
五
七
五

（天
正
三
）
年
三

月
二
二
日
付
の
北
条
家
定
書

（『
戦
三
』

一
七
八

一
）
に
は
、
某
城
の
小
曲
輪

に
で
の
鑓

・
弓

・
鉄
砲
な
ど
の
置
き
場
所
に
関
す
る
規
定
が
明
記
さ
れ
て
い
て

興
味
深
い
。
な
か
で
も
、　
一
五
八
八

（天
正
十
六
）
年
十
月
十
三
日
付
の
権
現

山
城
物
書
立
は

（『戦
四
』
三
三
八
）
、
戦
国
末
期
に
お
け
る
後
北
条
氏
の

一
支

城
の
武
器
、
特
に
鉄
砲
と
玉
の
内
訳
ま
で
分
か
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
権
現

山
城
は
沼
田
城
、
名
胡
桃
城
を
望
む
戦
略
的
要
地
に
あ
る
。
鉄
砲
は
大
鉄
砲

一

張
、
小
鉄
砲
五
十
挺
、
鉄
砲
十
五
挺
で
、
玉
の
内
訳
は
大
鉄
砲
玉
、
「
く
ろ
金

玉
」
と
称
さ
れ
る
鉄
玉
、
大
玉
、
鉛
玉
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
大
鉄
砲
玉
は
二
つ

玉
、
大
玉
の

一
部
は
切
玉
で
あ
る

（表
２
）
。

文
献
史
料
以
外
で
は
、
こ
こ
数
年
、
県
内
各
地
で
城
郭
の
考
古
学
調
査
が
進

ん
で
お
り
、
鉄
砲
に
関
係
す
る
遺
構
や
遺
物
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。

（１
）
津
久
井
城
の
焔
硝
蔵

・
か
わ
ら
け
転
用
増
場

津
久
井
城
で
は
、　
一
九
九
六
年
よ
り
東
海
大
学
を
中
心
と
す
る
津
久
井
城
遺

跡
調
査
団
に
よ
る

「御
屋
敷
跡
」
の
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、　
一
九
九
九
年

度
の
調
査
で
、
「
焔
硝
蔵
」
と
推
定
さ
れ
る
遺
構
と
か
わ
ら
け
転
用
対
蝸
が
発

見
さ
れ
た
。
焔
硝
蔵
と
推
定
さ
れ
る
方
形
竪
穴
状
遺
構
は
、
半
地
下
式
の
堅
固

な
壁
立
ち
の
構
造
で
、
床
面
が
粘
土
や
砂
利
で
入
念
に
張
り
床
さ
れ
て
い
る
。

火
薬
な
ど
の
焔
硝
蔵
で
あ
る
こ
と
を
確
証
づ
け
る
遺
物
は
出
土
し
て
い
な
い

が
、
調
査
担
当
者
は
近
世
期
の
甲
府
城
な
ど
の
類
例
や
土
層
の
特
質
か
ら
、
天

正
十
八
年
頃
の
焔
硝
蔵
に
想
定
し
て
い
る
。
か
わ
ら
け
転
用
対
禍
に
つ
い
て
も
、

土
器
の
内
面
に
鉄
滓
が
付
着
し
、
被
熱
に
よ
り
器
形
に
ゆ
が
み
が
生
じ
て
い
る

の
は
、
鉄
砲
玉
を
作
る
際
に
容
器
内
で
溶
鉄
を
転
が
し
た
も
の
が
付
着
し
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
鉄
砲
玉
の
出
土
は
鋳
型
の
出
土
が
あ
れ
ば
、

こ
う
し
た
可
能
性
も
現
実
味
を
持

つ
だ
ろ
う
。

（２
）
山
中
城
出
土
鉄
砲
玉

山
中
城
か
ら
は
、
鉄
砲
玉

一
九
七
個
と
大
筒
玉
三
個
が
出
土
し
て
い
る
。
鉄

砲
玉
は
、
百
五
十
個
が
西
ノ
丸
か
ら
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
表
面
色
か
ら
白
色

系

・
赤
色
系

・
青
緑
系
の
三
色
に
分
類
で
き
る
。
白
色
系
は
鉛
玉
で
、
融
解
度

が
三
二
七
度
と
低
く
製
造
は
容
易
で
あ
る
が
、
命
中
し
て
も
破
壊
力
は
低

い
。

山
中
城
で
の
出
土
数
は
二
十
五
個
で
あ
り
、
あ
ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
か

っ
た

よ
う
で
あ
る
。
赤
色
系
は
鉄
玉
で
、
出
土
数
は
十
九
個
で
あ
る
。
そ
の
特
色
は

玉
が
重
す
ぎ
て
遠
く

へ
飛
ば
な
い
こ
と
と
、　
一
発
撃

つ
と
表
面
が
剥
離
し
て
火

縄
銃
の
弾
道
に
鉄
垢
を
残
す
こ
と
、
溶
解
温
度
が

一
一
三
五
度
と
非
常
に
高
く

製
造
が
困
難
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
は
練
習
用
に
使
用
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
青
緑
系
は
銅

・
鉛

・
錫
の
合
金
で
、
出
土
数
は

一
四
七
個
と
全
体
の

七
七
％
を
占
め
る
。
鉛
玉
と
比
較
し
て
破
壊
力
、
殺
傷
力
は
優
れ
て
い
る
が
、

融
解
点
は
九
八
ｏ
度
で
鋳
型
で
の
製
造
が
必
要
で
あ
り
、
戦
場
で
素
人
が
製
造

す
る
の
は
無
理
と
さ
れ
て
い
る
。
出
土
し
た
鉄
砲
玉
個
は
、
大
き
さ
に
バ
ラ
ツ

キ
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
イ
ビ
ツ
で
あ
る
が
、
火
縄
銃
は

一
発
撃

つ
ご
と
に
筒
掃

除
が
必
要
で
あ
る
が
、
戦
闘
時
に
は
そ
の
ゆ
と
り
が
な
く
、
あ
え
て
玉
の
大
き
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さ
を
小
さ
く
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

山
中
城
は
、
永
禄
年
間

（
一
五
五
人
～
六
九
年
）
に
国
境
防
備
の
た
め
の

「箱
根
十
城
」
の

一
つ
と
し
て
築
城
さ
れ
、
天
正
十
八

（
一
五
九
ｏ
）
年
三
月

二
九
日
、
豊
臣
勢
七
万
の
攻
撃
に
よ
り
数
時
間
で
落
城
し
た
歴
史
を
有
す
る
。

こ
の
時
の
攻
防
戦
の
様
子
は
、
中
村

一
氏
の
配
下
で
あ
る
渡
辺
勘
兵
衛
が
、
戦

闘
の
経
過
を
勘
兵
衛
自
ら
の
進
撃
コ
ー
ス
に
沿

っ
て
記
し
た
『渡
辺
水
庵
覚
書
』

に
詳
し
い
。
鉄
砲
に
関
連
す
る
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

上
二
月
二
九
日
敵
出
丸
前
面
の
３
個
の

「
つ
ぶ
ら
」
に
配
し
た
二
十
～
三
十

ず

つ
の
鉄
砲
を
打
ち
か
け
る
。

・
出
丸
ま
で
約

一
町
、
こ
の
と
き
北
条
丸
出
丸
よ
り
鉄
砲
が
つ
る
べ
打
ち
さ

れ
、
と
き
の
声
が
あ
が
る
。

・
出
丸
の
土
塁
の
幅
は
十
間
、
勘
兵
衛

へ
の
つ
る
べ
打
ち
は
つ
づ
く
。

・
三
ノ
丸
木
戸
口
に
む
け
前
方
と
側
面
の
二
方
か
ら
鉄
砲
を
激
し
く
打

っ
て

く

る

。

・
敵
の
鉄
砲
筋
に
あ
る
三
十
間
を
駈
け
て
き
た
者
の
う
ち
、
四
人
は
鉄
砲
に

´
あ
た
り
絶
命
し
た
。

・
わ
ず
か
三
間
か
ら
五
間
で
五
十
～
六
十
発
の
弾
丸
が
打
ち
掛
け
ら
れ
る
。

・
両
方
の
狭
間
か
ら
の
煙
り
が
薄
れ
た
。

・
成
亥
の
大
土
塁
の
大
杉
の
あ
た
り
か
ら
鉄
砲
が
打
た
れ
る
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
後
北
条
氏
方
、
豊
臣
方
双
方
の
鉄
砲
隊
の
配
置
や
、

激
し
い
鉄
砲
戦
の
状
況
を
具
体
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
が
、
出
土
し
た
鉄

砲
玉
が
ど
ち
ら
側
の
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な

い
。
た
だ
し
、

『覚
書
』
に
よ
る
と
鉄
砲
戦
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
西
ノ
丸
か
ら
出
土
し
た

一

五
〇
個
の
鉄
砲
玉
は
、
後
北
条
方
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
調
査

で
、
製
造
用
の
鋳
型
や
カ
マ
ド
、
堆
禍
な
ど
が
検
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（３
）
小
田
原
城
関
係

後
北
条
氏
の
本
城
で
あ
る
小
田
原
城
に
つ
い
て
は
、
鉄
砲
と
の
関
係
を
示
す

文
書
や
考
古
学
資
料
は
極
め
て
少
な
い
。
『
北
条
五
代
記
』
に
は
、
小
田
原
合

戦
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
信
憑
性
は
疑
わ

し
い
。氏

直
も
関
八
州
の
鉄
胞
を
兼
て
用
意
し
籠
を
き
た
る
事
な
れ
ば
、
…
…
矢

狭
間

一
つ
に
鉄
胞
三
挺
づ

つ
、
其
間
々
に
大
鉄
胞
を
か
け
を
き
、
…
…

考
古
学
資
料
に
つ
い
て
は
、
住
吉
堀
か
ら
鉄
砲
玉
二
点
が
出
土
し
て
い
る
が
、

そ
の
時
期
に
つ
い
て
出
土
し
た
土
層
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
で
、
戦
国
末

期
か
近
世
の
も
の
か
、
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
住
吉
堀
か
ら
は
、
後
北

条
氏
時
代
の
中
央
付
近
と
東
西
両
端
で
形
態
が
異
な
る
障
子
堀
が
検
出
さ
れ
て

い
る
。
形
態
の
違
い
を
堀
幅
の
拡
大
と
解
釈
す
れ
ば
、
鉄
砲
と
の
関
係
が
注
目

さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

四
　
鉄
砲
の
普
及
と
城
郭
構
造
の
変
化

鉄
砲
の
普
及
と
城
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
教
科
書
に

「鉄
砲
は
戦
国
大
名
の

あ
い
だ
に
新
鋭
武
器
と
し
て
急
速
に
普
及
し
、
足
軽
鉄
砲
隊
の
登
場
は
従
来
の

騎
馬
戦
を
中
心
と
す
る
戦
法
を
変
え
、
防
御
施
設
と
し
て
の
城
の
構
造
も
変
化

さ
せ
た
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る

（『詳
説
　
日
本
史
』
山
川
出
版
社
）
。
防
御

施
設
と
し
て
の
城
の
構
造
の
変
化
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
石
垣
や
天
守
閣
の
城
が
築
か
れ
た
こ
と
と
鉄
砲
の
普
及
と
は
、
ど

の
よ
う
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
城
郭
研
究
の
最
新
成
果
を
ふ
ま
え
て
考

察
を
加
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
石
垣
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
村
田
修
三
氏
が

「
石
垣
は
鉄
砲
の
使
用

に
よ
っ
て
本
格
的
に
な

っ
た
、
と
の
説
が
あ
る
が
、
鉄
砲
玉
を
防
ぐ
た
め
に
土
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壁
を
石
垣
に
し
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
鉄
砲
の
た
め
に
石
垣
が
必
要
に
な
る

の
は
、
鉄
砲
狭
間
を
備
え
た
建
物
を
塁
壁
の
際
ま
で
せ
り
出
し
て
設
け
る
た
め
、

つ
ま
り
重
力
に
た
え
う
る
急
斜
面
を
維
持
す
る
た
め
に
石
垣
で
支
え
る
、
と
考

え
た
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
」
と
論
じ
て
い
る

（村
田
修
三
　
一
一ｏ
Ｏ
二
年
）
。

後
北
条
氏
の
城
郭
に
関
し
て
は
、
土
塁

・
堀

（障
子
堀

・
畝
堀
）
・
馬
出
が
そ

の
特
徴
と
さ
れ
、
石
垣
を
使
用
し
た
城
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
関
東
で
は
じ

め
て
の
惣
石
垣
の
城
は
、
織
豊
系
城
郭
の
石
垣
山

一
夜
城
で
あ
り
、
後
北
条
氏

に
お
い
て
は
、
鉄
砲
の
使
用
と
石
垣
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

防
御
施
設
に
関
し
て
は
、
横
矢
掛
の
防
御
範
囲
の
変
化
に
つ
い
て
興
味
深
い

指
摘
が
あ
る
。
鉄
砲
普
及
前
は
、
横
矢
掛
や
櫓
台
か
ら
の
防
御
範
囲
が
三
〇
メ
ー

ト
ル
で
あ

っ
た
の
が
、
鉄
砲
普
及
後
は
、
近
世
の
石
垣
の
城
で
五
〇
メ
ー
ト
ル

に
広
が

っ
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
小
田
原
城
の
場
合
は
、

大
外
郭
に
あ
た
る
惣
構
え
に
つ
い
て
、
防
御
的
視
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ

ろ

つヽ
。

土
塁
か
ら
石
垣

・
天
守
閣
と
、
城
の
構
造
が
変
化
し
た
こ
と
の
背
景
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
城
と
比
較
す
る
と
分
か
り
や
す

い
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
十
四
世
紀

以
降
、
高

い
石
造
り
の
城
壁
と
高

い
塔
を
特
色
と
す
る
城
郭
が
普
及
す
る
が
、

十
六
世
紀
に
な
る
と
、
大
砲
に
よ
る
攻
防
戦
の
激
化
と
と
も
に
高

い
城
壁
や
塔

が
消
滅
し
た
要
塞
が
出
現
す

´
る
。
つ
ま
り
城
の
機
能
が
、
政
治
的
な
拠
点
や
儀

礼

・
居
住
の
場
で
あ
る
宮
殿
と
、
防
御
施
設
で
あ
る
要
塞
に
分
化
し
た
の
で
あ

る
。
日
本
の
場
合
は
、
大
砲
に
よ
る
攻
防
戦
を
ほ
と
ん
ど
経
験
す
る
こ
と
な
く

平
和
な
江
戸
時
代
を
迎
え
た
た
め
、
城
に
は
領
国
支
配
の
拠
点
と
し
て
の
性
格

が
重
視
さ
れ
、
見
せ
る
た
め
の
天
守
閣
や
石
垣
が
普
及
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
鉄
砲
の
普
及
が
直
接
、
城
の
構
造
や
性
格
ま
で
変
化
さ
せ
た
と
は
、

考
え
に
く

い
で
あ
ろ
う
。

五
　
お
わ
り
に

後
北
条
氏
と
鉄
砲
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
確
実
な
史
料
や
考
古
学
資
料
を
も

と
に
検
討
し
た
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第

一
に
、
『
北
条
五
代
記
』

や

『堺
鑑
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
後
北
条
氏
が

一
五
四
三
年
の
鉄
砲
伝
来
以
前

に
中
国
製
の
鉄
砲
を
入
手
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
他
の
史
料
か
ら
裏
付
け

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
第
二
に
、
後
北
条
氏
の
鉄
砲
に
対
す
る
意
識
は
か

な
り
高
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
鉄
砲

・
玉
薬
等
の
製
造
や
管
理
な
ど
の
政
策

面
で
は
、
甲
斐
の
武
田
氏
な
ど
に
比
べ
て
も
遅
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
第
三

に
、
後
北
条
氏
の
城
郭
に
関
し
て
は
、
鉄
砲
の
普
及
や
鉄
砲
隊
の
登
場
に
よ
り

城
の
構
造
や
性
格
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
は

で
き
な
か

っ
た
。

最
後
に
、
本
テ
ー
マ
の
教
材
化
に
あ
た
り
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
の
活
用
に
つ

い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
今
後
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
を
用
い
て
資
料
収

集
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
思
う
が
、
次
の
点
に
つ
い
て
注
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
公
開
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
趣
味
的
な
も
の

も
多
く
、
歴
史
研
究
の
資
料
と
し
て
適
す
る
か
ど
う
か
を
各
自
判
断
し
、
多
種

多
様
な
情
報
か
ら
自
分
が
必
要
と
す
る
も
の
を
取
捨
選
択
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
次
に
、
表
計
算
ソ
フ
ト
を
使
用
し
、
数
値
デ
ー
タ
を
表
に
し
た
り
、
グ

ラ
フ
化
さ
せ
る
こ
と
で
次
の
よ
う
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の

よ
う
な
グ
ラ
フ
を
作
成
す
る
か
で
、
資
料
活
用
の
技
能
や
意
欲
、
表
現
力
を
み

る
こ
と
が
で
き
る
。
作
成
し
た
グ
ラ
フ
か
ら
何
を
読
み
取
る
か
で
、
思
考
力
や

判
断
力
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
四
月
か
ら
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
は
じ
ま
り
、
情
報
や
総
合
の
時
間
も
入
っ

て
く
る
。
こ
の
報
告
が
、
日
本
史
Ｂ
の
新
学
習
指
導
要
領
で
重
視
し
て
い
る

「資
料
を
よ
む
」
「資
料
に
ふ
れ
る
」
こ
と
に
対
応
す
る
教
材
を
作
成
し
た
り
、
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コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
を
活
用
し
た
授
業
展
開
を
行
な
う
際
の
手
助
け
に
な
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

注
　
文
中
の

『戦

一
』
は

『戦
国
遺
文
』
第

一
巻
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、

『戦
二
』
～

『戦
五
』
も
同
様
で
あ
る
。

（主
な
参
考
文
献
）

神
崎
彰
利
他

『神
奈
川
県
の
歴
史
』
　

　

　

　

一
九
九
六
年
　
山
川
出
版
社

戦
国
史
料
叢
書
１

『北
条
史
料
集
』
　

　

　

　

一
九
六
六
年
　
人
物
往
来
社

設
楽
原
歴
史
資
料
館
資
料
第
１
集

『
設
楽
原
と
火
縄
銃
』
」

二
〇
ｏ
ｏ
年
　
新
城
市
設
楽
原
歴
史
資
料
館

宇
田
川
武
久

『鉄
胞
伝
来
　
兵
器
が
語
る
近
世
の
誕
生
』

一
九
九
ｏ
年
　
中
公
新
書

字
田
川
武
久

『鉄
砲
と
戦
国
合
戦
』
　

　

　

一
一ｏ
ｏ
二
年
　
吉
川
弘
文
館

佐
脇
栄
智

「後
北
条
氏
の
軍
役
」
『後
北
条
氏
の
領
国
経
営
』

一
九
九
七
年
　
吉
川
弘
文
館

津
久
井
城
遺
跡
調
査
団

『津
久
井
城
の
調
査
　
Ⅳ
』

二
〇
〇
ｏ
年
　
津
久
井
城
遺
跡
調
査
会

齋
藤
　
宏

『史
跡
　
山
中
城
跡
』
　

　

二
〇
〇
二
年
　
三
島
市
教
育
委
員
会

山
中
城
跡
発
掘
調
査
団

『史
跡
　
山
中
城
跡
Ⅱ
』

一
九
九
四
年
　
三
島
市
教
育
委
員
会

村
田
修
三
他

『週
刊
朝
日
百
科
二
〇
　
日
本
の
歴
史

中
世
Ⅱ
ｌ

⑩
城
　
山
城
か
ら
平
城

へ
』
二
ｏ
ｏ
二
年
　
朝
日
新
聞
社

杉
山
　
博

・
下
山
治
久

『戦
国
遺
文
』
第

一
巻
～
第
六
巻

一
九
八
五
～
二
ｏ
ｏ
ｏ
年
　
東
京
堂
出
版

表 1 後北条氏の軍役

表2 権現山城の鉄砲・玉薬一覧
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〇
六
四
五
　
北
條
氏
康
書
状

Ю
断
應
飾
賊
期
量
博

横
瀬
敢
陣
へ
出
候
付
雨
、
其
地
初
ロ
ニ
成
候
、
此
度
可
抽
忠
儀
事
、
専

（
マ

ヽ
）

要
候
、
働
鐘
抱
栗
玉
進
之
候
、
猶
用
所
付
而
重
雨
可
進
候
、
委
曲
使
者

可
申
候
、
恐
≧
謹
言
、

（
永
瞼
〓
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
盤
）

十
月
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
康

（花
押
）

喜
〓

北
條
氏
康
書
状
　
Ю
部
島

今
度
三
増
峠
合
戦
剋
、
甲
州
武
田
兵
庫
男
陳
之
節
、
大
将
分
之
者

鐵
抱

二
而
打
殺
候
條
、
感
入
候
、
例
而
篤
思
賞
、　
武
州
多
摩

郡
之

（
切

薇
）

北
條
家
着
到
定
書

Ю
訥
躙
数
畑
晰
爾

六
拾
五
貫
三
百
六
十
文
　
頬
駆
輝
一文
郡
）

十
三
貫
文
　
　
　
　
　
　
ほ
鴻
ボ
硬
ギ
居

‐
　

‐　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

（
足

立
“

〕

士

一
貫
七
十
文
　
　
　
　
川
ロ

十
五
貫
文
　
　
　
　
　
　
涯
畔
が
・円
屋
敷
分

六
捨
貫
文
　
　
　
　
　
　
舗
足
が
村

黙
十
貫
文
　
　
　
　
　
　
同
所
中
之
村

九
十
貫
文
　
　
　
　
　
　
狂
幅
ぶ
鵬
デ
生

以
上
式
百
八
拾
四
貫
四
百
文

此
着
到

三
本
　
　
大
小
旗
持
、
具
足

・
皮
笠

一
本
　
　
指
物
持
、
同
理
、

一
張
　
　
歩
弓
侍
、
甲
立
物

・
具
足

・
指
物
し
な
い
地
く
ろ
二
あ
か
き

日
之
丸

一
ツ
、

二
挺
　
　
歩
鐵
抱
侍
、
同
理
、

十
七
本
　
鑓
、
二
間
―
中
柄
、
具
足

。
皮
笠

七
騎
　
　
馬
上
、
具
足

・
甲
大
立
物

・
手
蓋
、
指
物
何
に
て
も
、

一
騎
　
　
自
身
、
具
足

・
甲
大
立
物

二
〓
量
・
面
肪
、
馬
鎧
金
、

四
人
　
　
歩
者
、
具
足

・
皮
笠

・
手
蓋

以
上
汁
六
人

右
着
到
、
分
國
中
何
も
等
申
付
候
間
、
自
今
以
後
、
此
書
出
候
慮
、
柳

も
不
可
有
相
違
候
、
於
違
背
者
、
越
度
者
可
篤
如
法
度
者
也
、
傷
如
件
、

〈
秦
葉
）

宮
城
四
郎
兵
衛
尉
段

（
マ

ヽ
）

内
二
而
於
ゐ
て
、　
二
百
五
十
貫
来

之
事
、

封
営
家
可
抽
忠
信

（
扶
持
）

令
持
扶
候
、

一
鑓
萱
本
丼
緻
抱
五
挺
、
任
先
租
之
薔
例
、
今
免
許
畢
、

右
之
條
ヽ
、
不
可
有
相
違
旨
、
追
而
可
致
再
忠
之
状
、
働
雨
如
件
、

永
隷
二
己
末
年

（北
饉
力
）

八
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
康

（花
押
）

北
條
左
衛
門
尉
と
の

〇

一
一
五
八

，
北
條
氏
康
書
状

Ю
欣
畝
端
静

房
州
衆
、
市
川
筋
相
動
之
由
候
、
其
地
へ
加
勢
之
衆
、
江
戸
衆
申
付
候
、

（
武
蔵
國
菫
島
郡
）

鐵
胞
玉
薬
指
越
候
、
近
藤
萬
榮
所
よ
り
可
越
候
、
江
戸

へ
も
岩
付
衆
、
可

懸
着
候
、
善
儀
重
雨
可
申
越
候
、
雨
人
走
廻
此
時
候
、
謹
言
、

（
永
繊
十
二
年

力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
壌
）

二
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
氏
康

（花
押
）

會
田
殿

窪
寺
殿
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〇

一
五
七
〇

改
定
着
到
之
事
、
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層
晩
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